
一戸ぢ告示第８焉

令和８年 １天１２０口

条件付一般競争（別有林産物な売） 入札ぬ告

一‾Ｆち長　 小野≒　美

１　 な売物件及び概要

（１）件　　 名　　 罵有林産物ぬ売

（２）物イ牛の隻類　　 間伐材（一‾戸ｉ丁森林経営計画材）

（３）剔牛の戮旆　　加紙Ｆ有林産物ぬ売物件明纒害お載のと おり

（４）集材場所　　一戸別小友宇沼ノ 沢１６７　地内　タト

（５）を莖期愾　　契刪の日 かち殆和 ８年 ３ｊ　３１　日まで

２　 入札予定 日　　 令加 ８年 ２ｊ ５日 （木）午前１０時 ００分

会　楊　岩手県二戸蒻一ＦＦ高善寺宇大川鉢 ２４ 番地９

一Ｆぢ役場庁舎２ 階　 特加会議室

３　 入札参加資格

（ＴＬ） 二珊地区Ｆ大１（一ＦＦ、 二珊市、 軽米ぢ‾反び九‾Ｆ村）に主たる営戛所を有する者。

（２）次 にｍげる 要イ牛を満た して いる こと。

①　ｊｔ方自治法施行令（匹口 ２２ 年政令第 １６ そ） 第１６７ 条の ４第 １項‾ｋび第 ２ＪＥＥ｛の規定に該

当しない者である こと。

②　会社‾斐生法 （平成１４年法律第１５４ そ） にぶづきぞ生手続開始の申立てがなされている

者又はＲ事再生法 （平成１ １年法律第２２５ 号） にまづき 再圭手続開始の中 をて がな されて

いる者でないこと。

③　 ぢ税の滞納が ない こと。

４　 照会先　 郵便番号 ０２８－５３ １１　岩手県二戸郡一‾戸別高善寺宇大川鉢２４番ｔ９

一戸別農林簇　電あ番硲０１ ９５ －３ ３－４８ ５４

５　 入札説獸書の配付期鶚Ｔｋび祉イサ場所　令和 ８年 １Ｊ］２０日 （火）か ら令和８ 年２ Ｊｊ ４口

（水）までの一アＪＴｒの休日 に関する条例 （平成２年一戸ぢ条例第８ 昜） に規定する一珊町の休

Ｌ＆Ｊ
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日（以下「休日」という。）を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で、４の場所で交付。また、一戸町ホームページにおいて、同内容のものを公表。 

６　申請書類　一戸町農林課が配付する町有林産物公売参加資格確認申請書（様式１）を提出す

るものとする。 

７　申請期限及び申請書類の提出場所　令和８年１月 20 日（火）から令和８年１月 27 日（火）

までの休日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、４の場所に持参

又は郵送により、１部を提出すること。郵送による提出の場合は、令和８年１月 27 日（火）

午後５時までに４の場所に届いたものを有効とする。 

８　町有林産物公売物件明細書等の閲覧及び貸出　令和８年１月 20 日（火）から令和８年２月

４日（水）までの休日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、４の

場所で閲覧及び貸し出しをする。貸し出しは、当日限りとする。また、一戸町ホームページに

おいて、同内容のものを公表する。 

９　入札の無効　この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務

を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

10　契約相手の決定方法　入札書にて提示のあった金額が予定価格を超え、且つ最も高額であっ

た者とする。ただし、同一の金額の提示が複数あったときは、くじ引きにより契約の相手方を

決定するものとする。なお、予定価格を超える金額の提示が無い場合、入札額が最も高額であ

った者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で、随意契約により当該物件を

売払うことができる。 

11　その他 

⑴　手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑵　入札保証金は、入札保証金提出書（兼返還請求書）（様式３）を令和８年２月４日（水）

午後５時までに提出し、20 万円を納付すること。郵送による提出の場合は、令和８年２月

４日（水）午後５時までに４の場所に提出すること。ただし、一戸町財務規則（昭和 50 年

一戸町規則第 17 号。以下「一戸町財務規則」という。）第 116 条第１項に掲げる担保の提

供をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、一戸町財務規則第 117 条第１号

に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除する。 

⑶　契約保証金は、一戸町財務規則第 130 条第２項に定める額を納付すること。ただし、一戸

町財務規則第 132 条第１項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えること

ができる。また、一戸町財務規則第 131 条第１号又は第５号に掲げる場合は、契約保証金の

納付を免除する。 

⑷　入札保証金を契約保証金に充当するときは、入札日から起算して 10 日以内に入札保証金

の契約保証金への充当提出書（様式４）を提出すること。 

⑸　本公売は、予定価格を事後公表とすること。 

⑹　郵送による入札の場合は、町有林産物公売心得に記載のある事項を順守の上、令和８年２

月４日（水）午後５時までに４の場所に届いたものを有効とし、入札会において一戸町職員



が開封する。この場合、第１回目の入札において落札者がないときは、第２回目以降の入札

はできないため、辞退したものとみなす。なお、10 のただし書きに該当する場合は、くじ

引きは入札会に参加する者のみで行い、郵送による入札書を提出の場合は、辞退したものと

みなす。 

　⑺　６の書類の提出者には、町有林産物公売参加資格確認結果通知書(様式２)を令和８年２月

３日（火）までに送付する。 

　⑻　３の入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経

営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあ

る。 

　⑼　入札参加資格がないと認められた申請者は、町有林産物公売参加資格確認結果通知書によ

り通知のあった日から令和８年２月４日（水）までの間、書面（様式任意）によりその理由

の説明を求めることができる。 

　⑽　その他詳細については、町有林産物公売説明書及び町有林産物公売心得のとおりとする。



別紙 

 

主たる営業所又はその他の営業所について 

 

 

一戸町の競争入札参加資格における主たる営業所又はその他の営業所とは、次の要件を満

たしていることが前提となります。 

 

記 

Ⅰ　主たる営業所 

　　主たる営業所とは、林業及び木材産業等を営む営業所を統轄し、指揮監督及び請負契約

締結の権限を有する１ヵ所の営業所をいいます。 

　　通常は本社、本店等ですが、名目上の本社、本店等であってもその実態を有しないもの

は該当しません。 

 
Ⅱ　その他の営業所 

　　その他の営業所とは、主たる営業所以外で概ね次の要件を備えている営業所をいいます。 

⑴　事務所としての形態を整えていること。 

・営業所の所在を明らかにした看板又は表札が設置され、付近から当該営業所の存在が

容易に確認できること。 

・営業事務を執り行える机、電話、ファクシミリ等の事務用什器等が備え付けられてい

ること。 

・電話料金等、営業所経費の支払いが会社から支出されていること。 

⑵　営業活動を行い得る人的配置がなされていて、かつ、責任者が存在し常駐しているこ

と。 

・法人町民税申告書等において、営業所の人員配置が確認できること。 

・人的な配置がされていない場合、又は配置職員が主たる営業所（本社・本店等）と兼務

で不在になっている状況が頻繁となっている場合は、営業所としては認められません。

（例えば、電話が常時不在転送になっている、単なる取次や連絡員のみを配置してい

るような場合は、営業所として認められません。） 

 
Ⅲ　その他 

⑴　必要に応じて関係書類の提示を求める場合、又は営業所の所在、実態について、調査

を行う場合があります。 

⑵　Ⅱの⑴及び⑵については、主たる営業所にも当てはまる事項です。 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一戸町　農林課 


